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歯
科
医
療
の
向
上
に
関
す
る
質
問
主
意
書

以
下
に
第
一
六
八
回
国
会
に
お
け
る
「
歯
科
医
療
の
向
上
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、
「
前
回
質
問
」
と
い
う
。
）

な
ら
び
に
、
第
一
六
九
回
国
会
に
お
け
る
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
の
質
問
に
対
す
る
回
答
を
も
と
に
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
三
に
関
連
し
て
、
充
実
し
た
食
生
活
が
健
康
の
維
持
増
進
や
良
好
な
生
活
環
境
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
す
で
に

疑
問
を
は
さ
む
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歯
牙
喪
失
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
歯
周
病
の
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
検
査
で
あ
る
「
歯
周
疾
患
検
診
」
の
実
施
率
は
極
め
て
低
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

（
参
考
）八

〇
二
〇
（
八
十
歳
で
自
分
の
歯
を
二
十
本
以
上
持
っ
て
い
る
こ
と
。
）
の
実
現
に
は
、
学
校
歯
科
保
健
と
老
人
歯
科

保
健
の
狭
間
に
位
置
す
る
成
人
期
の
歯
科
保
健
が
重
要
で
あ
り
、
予
防
を
そ
の
主
目
的
と
し
た
成
人
歯
科
保
健
の
一
層
の

充
実
が
望
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

老
人
保
健
法
（
現
在
は
健
康
増
進
法
）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
歯
周
疾
患
は
四
十
、
五
十
、
六
十
、
七
十
歳
の
節
目
年
齢

が
対
象
で
あ
り
、
�
二
十
か
ら
三
十
歳
代
の
盛
年
層
を
省
い
て
い
る
。
�
十
年
に
一
回
の
検
診
で
は
歯
科
（
口
腔
）
保
健

の
維
持
・
増
進
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
批
判
が
あ
る
上
に
、
受
診
率
は
二
�
七
％
（
受
診
者
数＝

一
七

一



一
、
八
五
五
名
）
、
市
区
町
村
の
検
診
実
施
率
も
五
二
�
三
％
に
止
ま
っ
て
い
る
。

検
診
結
果
を
見
る
と
、
要
精
検
者
一
三
二
、
七
二
一
名
（
受
診
者
数
に
占
め
る
割
合
七
七
�
二
％
）
、
要
指
導
者
一

八
、
四
三
八
名
（
同
一
〇
�
七
％
）
、
異
常
認
め
ず
二
〇
、
六
七
一
名
（
同
一
二
�
〇
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と

か
ら
保
健
・
医
療
の
連
携
が
十
分
で
な
い
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
歯
科
（
口
腔
）
保
健
に
対
す
る
社
会
環

境
の
未
熟
度
を
露
呈
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
十
七
年
度
地
域
保
健
・
老
人
保
健
事
業
報
告
（
平
成
十
七
年
国
勢

調
査
結
果

四
十
歳：
一
、
七
五
三
、
七
八
四
人
、
五
十
歳：

一
、
六
三
一
、
三
八
一
人
、
六
十
歳：

一
、
四
七
〇
、
九

一
〇
人
、
七
十
歳：

一
、
四
三
〇
、
〇
一
二
人
。
）

二

前
回
質
問
四
に
対
し
て
、
「
国
民
医
療
費
に
占
め
る
歯
科
診
療
医
療
費
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
歯
科
医
療
に
対
す
る
国
民

の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
」
い
る
と
の
答
弁
を
得
た
が
、
国
民
医
療
費
に
占
め
る
歯
科
診
療
医
療

費
の
割
合
は
決
し
て
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
初
診
・
再
診
料
に
象
徴
さ
れ
る
医
科
・
歯
科
格
差
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
く
、
早
急
に
是
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
六
八
回
国
会
で
の
小
池
晃
参
議
院
議
員
に
よ
る
「
歯
科
の
診
療
報
酬
に
関
す
る
質
問
主
意

書
」
に
対
し
て
、
歯
科
診
療
報
酬
項
目
の
う
ち
、
七
三
項
目
の
算
定
点
数
が
二
十
年
間
据
え
置
か
れ
て
い
る
と
の
答
弁
も
あ

二



る
こ
と
を
書
き
添
え
て
お
く
。

次
に
、
国
民
の
受
診
行
動
が
、
ニ
ー
ズ
（
疾
患
量
）
で
は
な
く
デ
ィ
マ
ン
ド
（
顕
在
化
し
た
医
療
需
要
）
に
基
づ
い
て
引

き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
確
か
に
、
癌
な
ど
の
シ
リ
ア
ス
な
疾
患
の
場
合
は
、
価
格
変
動
が
発
生
し
て
も
需
要

に
は
殆
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
が
、
う
蝕
や
歯
周
疾
患
に
代
表
さ
れ
る
多
く
の
歯
科
疾
患
は
価
格
変
動
に
よ
り
需
要
が
影
響

を
受
け
る
割
合
が
高
い
、
す
な
わ
ち
、
歯
科
医
療
は
家
計
の
所
得
や
景
況
感
に
影
響
を
受
け
や
す
い
。

今
後
は
、
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
た
施
策
を
充
実
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
デ
ィ
マ
ン
ド
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。
例
え
ば
本
事
項
に
つ
い
て
は
、
価
格
弾
力
性
を
指
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
加
味
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
政
府
の
見

解
を
問
う
。

（
注
）

価
格
が
一
％
上
昇
す
る
と
販
売
量
が
ｅ
％
落
ち
る
が
、
そ
の
ｅ
を
価
格
弾
力
性
と
い
う
。

三

質
問
七
に
対
し
て
、
「
歯
科
診
療
報
酬
に
つ
い
て
は
、
物
価
、
賃
金
等
の
動
向
、
歯
科
保
険
医
療
機
関
の
経
営
状
況
、
医

療
保
険
財
政
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
中
医
協
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
適
切
に
設
定
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
を

得
た
が
、
医
療
経
済
実
態
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
個
人
立
無
床
診
療
所
の
収
支
差
額
を
医
科
と
歯
科
で
比
較
し
た
場
合
、

最
新
（
平
成
十
九
年
六
月
）
の
調
査
結
果
で
は
、
歯
科
は
医
科
の
五
四
�
五
％
で
あ
り
、
こ
の
四
半
世
紀
に
わ
た
り
医
科
の

三



収
支
差
額
を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
。
従
来
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
例
年
六
月
は
歯
科
の
受
診
率
が
上
昇
す
る
特

異
月
で
あ
り
、
こ
れ
を
加
味
す
る
と
、
我
が
国
に
お
け
る
歯
科
の
経
済
的
評
価
は
医
科
の
五
割
で
し
か
な
い
と
断
言
し
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
厚
生
労
働
省
の
答
弁
は
、
こ
の
格
差
を
「
適
切
な
設
定
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
お
り
、
歯
科
医
療
を
著
し

く
低
く
評
価
し
て
い
る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

（
注
）

土
田
武
史
中
医
協
前
会
長
は
、
会
長
時
代
に
「
歯
科
は
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
失
っ
て
い
る
」
と
発
言
し
て
い

る
。
長
年
に
わ
た
る
歯
科
医
業
収
入
の
低
迷
に
よ
り
、
医
業
経
費
の
切
り
詰
め
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
、
各
々
の
歯

科
診
療
所
に
お
け
る
医
業
経
費
割
り
当
て
の
自
由
度
が
著
し
く
狭
め
ら
れ
て
い
る
現
状
を
端
的
に
表
し
た
言
葉
と
言

え
る
（
平
成
十
九
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
社
会
歯
科
学
研
究
会
の
設
立
総
会
）
。

四

前
回
質
問
十
二
に
対
し
て
、
「
歯
科
疾
患
の
発
症
と
の
関
連
性
が
希
薄
で
あ
る
こ
れ
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に

対
し
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
き
、
事
業
者
が
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ

と
は
、
事
業
者
に
過
度
の
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
を
得
た
が
、
二
月
二
十
六
日
の
予

算
委
員
会
に
て
こ
の
件
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
�
添
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
は
、
「
会
社
も
社
員
に
対
す
る
一
つ
の
社

会
的
責
任
と
し
て
や
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
会
社
の
健
康
保
険
組
合
に
し
て
も
、
自
分
た

四



ち
の
負
担
が
減
る
の
で
は
な
い
か
。
何
か
い
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
旨
の
答
弁
を
得
た
。

そ
の
後
、
こ
の
件
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
今
後
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
困
難
で
あ

る
と
い
う
方
向
性
で
は
な
く
、
�
添
大
臣
の
答
弁
に
よ
る
企
業
に
お
け
る
社
会
的
責
任
と
し
て
検
討
す
る
と
の
解
釈
で
よ
い

の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

次
に
、
前
回
質
問
主
意
書
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
質
問
を
す
る
。

五

医
学
・
歯
科
医
学
は
、
従
来
、
基
礎
医
学
、
臨
床
医
学
を
中
心
に
発
達
し
て
き
た
が
、
近
年
は
社
会
医
学
の
重
要
性
が
認

識
さ
れ
て
き
て
い
る
。
京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
に
は
、
医
学
専
攻
・
医
科
学
専
攻
以
外
に
、
社
会
健
康
医
学
系
専
攻

と
い
う
コ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
国
立
大
学
院
の
歯
学
研
究
科
を
見
渡
す
と
、
社
会
歯
科
医
学
に
根
ざ
し
た
講
座
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な

い
。
こ
れ
で
は
、
複
雑
化
し
た
世
相
に
見
合
っ
た
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
危
惧
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

六

Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
構
）
の
「W

orld
H

ealth
R

eport

」
を
見
る
と
、
わ
が
国
の
医
療
は
、
低
い
医
療
費
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
極
め
て
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
の
川
渕
孝
一
教
授
の
著
書
（
「
歯
科
医

五



療
再
生
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
＆
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
」
医
学
情
報
社
）
か
ら
二
つ
の
表
を
引
用
し
た
い
（
別
添
参
照
）
。
こ
の

二
つ
の
表
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
歯
科
医
療
費
が
廉
価
な
結
果
、
国
民
の
受
診
率
を
高
め
て
い
る
と
も
解
釈
で
き

る
が
、
そ
の
一
方
で
、
患
者
さ
ん
と
歯
科
医
師
、
ま
た
、
他
の
医
療
・
保
健
・
介
護
施
設
と
歯
科
医
療
機
関
と
の
間
の
情
報

連
携
が
不
十
分
と
な
り
が
ち
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
父
権
主
義
的
医
療
、
お
ま
か

せ
医
療
）
が
反
省
さ
れ
、
個
々
の
患
者
さ
ん
の
生
活
感
が
重
視
さ
れ
る
現
在
、
わ
が
国
の
歯
科
医
療
費
の
現
状
に
つ
い
て
、

政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。
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